
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

規

則

�
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
及
び
香
川
県
子
ど
も
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

（
子
育
て
支
援
課
、
障
害
福
祉
課
）

一

�
香
川
県
立
病
院
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
県
立
病
院
課
）

一
〇

�
香
川
県
建
設
工
事
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
土
木
監
理
課
）

一
四

�
香
川
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
都
市
計
画
課
）

�
香
川
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
会

計

課
）

三
二

告

示

�
平
成
三
年
香
川
県
告
示
第
三
十
八
号
（
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
及

び
支
払
命
令
金
の
額
に
係
る
知
事
が
定
め
る
基
準
）
の
一
部
改
正

（
子
育
て
支
援
課
、
障
害
福
祉
課
）

三
四

�
香
川
県
工
事
請
負
契
約
約
款
等
の
一
部
を
改
正
す
る
約
款

（
土
木
監
理
課
）

三
六

�
平
成
十
一
年
香
川
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号
（
香
川
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
規
定
に
よ
る

禁
止
区
域
の
指
定
）
の
一
部
改
正

（
都
市
計
画
課
）

�
平
成
十
二
年
香
川
県
告
示
第
三
百
四
十
九
号
（
香
川
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
規
定
に
よ
る

区
間
及
び
地
域
の
指
定
等
）
の
一
部
改
正

（

〃

）

�
香
川
県
会
計
事
務
処
理
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
要
綱

（
会

計

課
）

三
七

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
及
び
香
川
県
子
ど
も
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
五
十
四
号

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
及
び
香
川
県
子
ど
も
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
平
成
二
年
香
川
県
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
六
条
の
三
中
「
第
八
号
様
式
の
三
」
を
「
第
八
号
様
式
の
四
」
に
、
「
第
八
号
様
式
の
四
」
を
「

第
八
号
様
式
の
五
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
の
四
と
す
る
。

第
六
条
の
二
中
「
第
八
号
様
式
の
二
」
を
「
第
八
号
様
式
の
三
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
の
三
と

し
、
第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
小
児
慢
性
特
定
疾
患
医
療
の
給
付
の
申
請
）

第
六
条
の
二

法
第
二
十
一
条
の
九
の
二
の
規
定
に
よ
る
医
療
の
給
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

当
該
医
療
の
給
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
児
童
（
政
令
第
二
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
者
を
含
む
。
以

下
「
児
童
等
」
と
い
う
。
）
の
親
権
を
行
う
者
又
は
未
成
年
後
見
人
が
、
小
児
慢
性
特
定
疾
患
医
療

受
診
券
交
付
申
請
書
（
第
八
号
様
式
の
二
）
に
知
事
が
当
該
医
療
の
給
付
を
行
う
こ
と
を
委
託
し
た

医
療
機
関
の
医
師
が
作
成
し
た
小
児
慢
性
特
定
疾
患
医
療
意
見
書
を
添
え
て
知
事
に
申
請
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
当
該
申
請
に
係
る
児
童
等
の
居
住
地
を
所
管
す
る
保
健
所
長
を
経

由
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
第
一
項
中
「
第
二
十
五
条
の
二
第
二
号
」
を
「
第
二
十
五
条
の
八
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
二
中
「
の
認
定
」
を
「
の
里
親
認
定
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

里
親
省
令
第
六
条
第
二
項
（
里
親
省
令
第
十
五
条
、
第
十
七
条
及
び
第
二
十
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
職
業
指
導
里
親
認
定
の
申
請
は
、
職
業
指
導
里
親
認
定
申
請
書
（
第
十
二
号

様
式
の
二
）
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
の
三
中
「
第
八
条
第
五
号
」
を
「
第
八
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
二
項
第
六
号
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
七
中
「
第
十
一
条
第
三
号
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項
第
二
号
」
に
改

め
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
八
号
様
式
の
四
中
「第

６
条
の
３
関
係

」
を
「第

６
条
の
４
関
係

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
八
号

号外１０

平 成１７年

３月２９日（火曜日）

規

則

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

（
号
外
一
〇
）

一



様
式
の
五
と
す
る
。

第
八
号
様
式
の
三
中
「第

６
条
の
３
関
係

」
を
「第

６
条
の
４
関
係

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
八
号

様
式
の
四
と
す
る
。

第
八
号
様
式
の
二
中
「第

６
条
の
２
関
係

」
を
「第

６
条
の
３
関
係

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
八
号

様
式
の
三
と
し
、
第
八
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

（
号
外
一
〇
）

二



男 ・ 女

年 月 日生（ 歳）

電話番号 （ ）

有（氏名 ）

無

受給者番号

（継続のみ記入）

受診者との続柄

受診者との続柄

被保険者証の記号

及び番号

＊ 保健所長

の意見

＊ 備 考

＊決定年月日

性 別

生年月日

政・組・船・共・国

今回申請する受診者以外に既に同一生

計内で受診券の交付を受けている者

名 称

所在地

被保険者氏名

保 険 種 別

被保険者証

発行機関

＊ 受 付 保 健 所 名

及び受付年月日

＊ 治 療 研 究 期 間

＊ 治療研究決定番号

氏 名

住 所

疾 患 名

名 称

所 在 地

ふりがな

氏 名

住 所

加入医療

保 険

生 計

中心者

医 療

機 関

受

診

者

第８号様式の２（第６条の２関係）

小児慢性特定疾患医療受診券交付申請書（新規・継続）

年 月 日

香川県知事 殿

申請者 住 所

氏 名 �
電話番号 （ ）

受診者との続柄

次のとおり小児慢性特定疾患医療受診券の交付を申請します。

（注）

１ ＊印の欄は、記入しないこと。

２ 氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができる。

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

（
号
外
一
〇
）

三



第
十
二
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

養育里親 ・ 親族里親 ・ 短期里親 ・ 専門里親

＊ 受付番号年 月 日

里 親 の 種 類

里 親 の 登 録 番 号

職 業 指 導 の 内 容

職 場 の 環 境

＊ 受 付 年 月 日

第１２号様式の２（第８条の２関係）

職業指導里親認定申請書

年 月 日

香川県知事 殿

申請者 住 所

氏 名

次のとおり職業指導里親の認定を受けたいので申請します。

（注）

１ 「里親の種類」の欄は、該当するものを○で囲むこと。

２ 「里親の登録番号」の欄は、既に養育里親名簿等に登録されている場合のみ記入すること。

３ ＊印の欄は、記入しないこと。

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

（
号
外
一
〇
）

四



第
十
三
号
様
式
か
ら
第
十
四
号
様
式
の
四
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

養育里親 ・ 親族里親 ・ 短期里親 ・ 専門里親

養育里親 ・ 親族里親 ・ 短期里親 ・ 専門里親

年 月 日

年 月 日

年 月 日

＊ 受付番号年 月 日

氏 名

生 年 月 日

氏 名

生 年 月 日

里 親 の 種 類

職業指導里親

里 父

里 母

里親の認定を受けた日

里親の認定の取消しを

申請する理由

＊ 受 付 年 月 日

第１３号様式（第８条の３関係）

里親認定取消申請書

年 月 日

香川県知事 殿

申請者 住 所

氏 名

次のとおり里親の認定の取消しを申請します。

（注）

１ 「里親の種類」の欄は、該当するものを○で囲むこと。

２ ＊印の欄は、記入しないこと。

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

（
号
外
一
〇
）

五



養育里親 ・ 短期里親 ・ 専門里親

養育里親 ・ 短期里親 ・ 専門里親

年 月 日

年 月 日

年 月 日

＊ 受付番号年 月 日

氏 名

生 年 月 日

氏 名

生 年 月 日

里 親 の 種 類

職業指導里親

里 父

里 母

里親の認定を受けた日

＊ 受 付 年 月 日

第１４号様式（第８条の４、第８条の６関係）

里親登録（登録更新）申請書

年 月 日

香川県知事 殿

申請者 住 所

氏名（里父）

氏名（里母）

次のとおり里親の登録（登録の更新）を受けたいので申請します。

（注）

１ 「里親の種類」の欄は、該当するものを○で囲むこと。

２ ＊印の欄は、記入しないこと。

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

（
号
外
一
〇
）

六



職
業
指
導
里
親

に
関
す
る
事
項

処
分
の
理
由
等

登
録
取
消

年
月

日

認
定
取
消

年
月

日
認
定
年
月
日

生
年
月
日

性
別

氏
名

住
所

登
録
年
月
日

登
録

番
号

第
１４
号
様
式
の
２
（
第
８
条
の
５
関
係
）

養
育

短
期

里
親
名
簿

専
門

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

（
号
外
一
〇
）

七



養育里親 ・ 短期里親 ・ 専門里親

養育里親 ・ 短期里親 ・ 専門里親

年 月 日

年 月 日

年 月 日

＊ 受付番号年 月 日

氏 名

生 年 月 日

氏 名

生 年 月 日

里 親 の 種 類

職業指導里親

里 父

里 母

里親の認定を受けた日

里親の登録の取消しを

申請する理由

＊ 受 付 年 月 日

第１４号様式の３（第８条の７関係）

里親登録取消申請書

年 月 日

香川県知事 殿

申請者 住 所

氏 名

次のとおり里親の登録の取消しを申請します。

（注）

１ 「里親の種類」の欄は、該当するものを○で囲むこと。

２ ＊印の欄は、記入しないこと。

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

（
号
外
一
〇
）

八



養 育 里 親 ・ 親 族 里 親 ・ 短 期 里 親 ・ 専 門 里 親

養 育 里 親 ・ 親 族 里 親 ・ 短 期 里 親 ・ 専 門 里 親

年 月 日

年 月 日

認定年月日

受託年月日

里 親 の 種 類

職業指導里親

父

母

委 託 さ れ た

児 童 の 氏 名

里 親 の 氏 名

届

出

の

事

由

第１４号様式の４（第８条の９関係）

里親届出書

年 月 日

香川県 センター所長 殿

届出者 住 所

氏 名

次の事由が生じたので届け出ます。

（注）「里親の種類」の欄は、該当するものを○で囲むこと。

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

（
号
外
一
〇
）

九



（
香
川
県
子
ど
も
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

香
川
県
子
ど
も
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
規
則
（
平
成
十
二
年
香
川
県
規
則
第
九
十
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
第
十
五
条
の
二
」
を
「
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
（
児
童
福
祉
法
施

行
細
則
第
八
条
の
二
、
第
八
条
の
三
及
び
第
八
条
の
七
の
改
正
規
定
、
第
十
二
号
様
式
の
次
に
一
様
式
を

加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
第
十
三
号
様
式
か
ら
第
十
四
号
様
式
の
四
ま
で
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
立
病
院
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
五
十
五
号

香
川
県
立
病
院
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
立
病
院
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
」
を
「
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に

香
川
県
出
先
機
関
事
務
決
裁
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
香
川
県
規
則
第
五
号
）
別
表
二
の
七
の
項
第
十
九
号

か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
は
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
三

香
川
県
出
先
機
関
事
務
決
裁
規
則
別
表
二
の
七
の
項
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
に
掲
げ

る
事
項

第
三
条
の
二
第
二
項
中
「
、
各
県
立
病
院
」
の
下
に
「
（
津
田
病
院
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
、
次
条
第

二
項
、
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
、
「
業
務
課
長
を
」
の
下
に
「
、

津
田
病
院
の
企
業
出
納
員
に
あ
つ
て
は
津
田
病
院
の
事
務
局
次
長
を
」
を
加
え
る
。

第
三
条
の
三
第
一
項
中
「
県
立
病
院
課
」
の
下
に
「
、
津
田
病
院
」
を
加
え
る
。

第
十
三
条
の
三
第
一
項
中
「
当
該
納
期
限
後
二
十
日
以
内
に
」
を
「
知
事
又
は
病
院
の
長
が
別
に
定
め

る
期
間
内
に
知
事
又
は
病
院
の
長
が
別
に
定
め
る
」
に
改
め
、
「
（
第
二
十
一
号
様
式
の
二
）
」
を
削
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
庶
務
課
長
で
あ
る
企
業
出
納
員
」
の
下
に
「
並
び
に
津
田
病
院
」
を
加
え
る
。

第
三
十
六
条
中
「
業
務
課
長
で
あ
る
企
業
出
納
員
」
の
下
に
「
並
び
に
津
田
病
院
」
を
加
え
る
。

第
五
号
様
式
か
ら
第
五
号
様
式
の
二
（
そ
の
二
）
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

（
号
外
一
〇
）

一
〇



���������������������������������������
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消費税及び地

方消費税額

課 税

区 分
残 高貸 方借 方相手方科目摘 要月 日

摘 要収 入 日収入未済額収 入 済 額調 定 額予 算 額取 引 先月 日

第５号様式（第７条関係）

第５号様式の２（その１）（第７条関係）

総 勘 定 元 帳 年分

款： 項： 目： 節：

予算差引簿（収入） 年分

款： 項： 目： 節：

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

（
号
外
一
〇
）

一
一



���������������������������������������

第
九
号
様
式
（
そ
の
一
）
か
ら
第
九
号
様
式
（
そ
の
二
）
（
裏
）
ま
で
を
削
り
、
第
八
号
様
式
の
次
に

次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

摘 要支 払 日残 額支 出 済 額
支 出 負 担

行 為 額
予 算 額取 引 先月 日

第５号様式の２（その２）（第７条関係）

予算差引簿（支出） 年分

款： 項： 目： 節：

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

（
号
外
一
〇
）

一
二
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��������������������������������������

第
十
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

摘 要残 高収 入 額収入年月日未 収 金 額取 引 先
調定

番号

調 定

年月日

未 払 額貸 方借 方摘 要取 引 先月 日

第９号様式（第７条関係）

第１０号様式（第７条関係）

未 収 金 整 理 簿

款： 項： 目：

未払金整理簿 年分

款： 項： 目：

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

（
号
外
一
〇
）

一
三



第
二
十
一
号
様
式
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
２１
号
様
式
の
２

削
除

第
二
十
三
号
様
式
の
二
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考

※
印
欄
は
�
支
払
案
内
書
に
よ
ら
な
い
場
合
に
記
載
す
る
こ
と
�

第
三
十
号
様
式
の
三
備
考
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
建
設
工
事
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
五
十
六
号

香
川
県
建
設
工
事
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
建
設
工
事
執
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
入
札
の
執
行
の
日
前
四
十
日
ま
で
に
」
を
削
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
指
名
競
争
入
札
執
行
通
知
書
（
第
二
号
様
式
）
に
よ
り
」
を
削
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
う
え
」
を
「
上
、
」
に
改
め
、
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
同
条
第

三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

契
約
担
当
者
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
香
川
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用

に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
一
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組

織
を
い
う
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
入
札
を
さ
せ
る
場
合
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
指

定
日
時
ま
で
に
、
入
札
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
当
該
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
一
条
中
「
契
約
担
当
者
は
、
」
を
「
知
事
（
香
川
県
会
計
規
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
契
約
を

締
結
す
る
権
限
の
委
任
を
受
け
た
者
を
含
む
。
次
条
及
び
第
三
十
二
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
工

事
に
係
る
」
に
、
「
行
な
わ
せ
る
」
を
「
行
わ
せ
る
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
の
見
出
し
中
「
、
検
査
」
を
「
及
び
検
査
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
、
監
督
又
は
検

査
を
行
な
う
」
を
「
監
督
を
行
う
」
に
、
「
又
は
検
査
を
行
な
わ
せ
る
」
を
「
を
行
わ
せ
る
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

２

知
事
は
、
特
に
専
門
的
な
知
識
又
は
技
能
を
必
要
と
す
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、
県
の
職
員

に
よ
つ
て
検
査
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
又
は
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
県
の
職
員

以
外
の
者
に
委
託
し
て
当
該
検
査
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
二
条
の
二
中
「
契
約
担
当
者
か
ら
検
査
」
を
「
知
事
か
ら
検
査
」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
２
号
様
式

削
除

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
定
調
達
契
約
に
関
す
る
香
川
県
建
設
工
事
執
行
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

２

特
定
調
達
契
約
に
関
す
る
香
川
県
建
設
工
事
執
行
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県

規
則
第
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
入
札
の
執
行
の
日
前
十
五
日
ま
で
」
を
「
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
告
す
る
も
の
と
す
る
」

に
、
「
」
と
、
「
公
告
す
る
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
」
を
「
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
」
に
改
め

る
。

香
川
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
五
十
七
号

香
川
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
香
川
県
規
則
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
見
出
し
中
「
基
準
」
を
「
基
準
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
五
条
第
一
項
第
五
号
」

を
「
第
七
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
五
条
第
一
項
第
六
号
」
を
「
第
七
条
第
一

項
第
六
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
五
条
第
三
項
」
を
「
第
七
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
第
七

号
中
「
美
観
風
致
」
を
「
良
好
な
景
観
又
は
風
致
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
五
条
第
三
項
」
を
「

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

（
号
外
一
〇
）

一
四



第
七
条
第
三
項
」
に
、
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、

同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

条
例
第
七
条
第
三
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
公
益
的
施
設
、
商
業
施
設
そ
の
他
の
施
設

の
案
内
誘
導
を
目
的
と
す
る
広
告
物
又
は
こ
れ
を
掲
出
す
る
物
件
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満

た
す
も
の
と
す
る
。

一

案
内
誘
導
の
対
象
と
な
る
公
益
的
施
設
、
商
業
施
設
そ
の
他
の
施
設
（
以
下
「
対
象
施
設
」
と
い

う
。
）
に
近
隣
す
る
場
所
に
表
示
し
、
又
は
設
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

そ
の
表
示
又
は
設
置
が
対
象
施
設
の
利
用
者
の
利
便
の
増
進
を
図
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

対
象
施
設
の
立
地
条
件
及
び
そ
の
周
辺
の
状
況
か
ら
そ
の
表
示
又
は
設
置
が
特
に
や
む
を
得
な
い

も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
三
条
第
一
項
中
「
第
四
条
の
許
可
」
を
「
第
六
条
の
許
可
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
条
例
第

四
条
の
区
間
を
定
め
て
知
事
の
指
定
す
る
道
路
及
び
鉄
道
（
以
下
「
指
定
区
間
」
と
い
う
。
）
並
び
に
指

定
区
間
の
う
ち
知
事
が
市
街
地
と
し
て
別
に
定
め
る
区
間
（
以
下
「
市
街
地
区
間
」
と
い
う
。
）
か
ら
展

望
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
域
に
お
い
て
設
置
す
る
広
告
物
又
は
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
の
位
置
及
び
規

模
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。
」
を
削
り
、
同
号
イ
�
中
表
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

�

市
街
地
区
間
（
知
事
が
条
例
第
六
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
区
間
（
以
下
「
指
定

区
間
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
に
、
そ
の
区
間
の
市
街
地
形
成
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
に
、
併
せ
て
指
定
す
る
区
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
指
定
区
間
及

び
市
街
地
区
域
（
知
事
が
条
例
第
六
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
地
域
（
以
下
「
指
定

地
域
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
に
、
そ
の
地
域
の
市
街
地
形
成
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
に
、
併
せ
て
指
定
す
る
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
指
定
地
域
に

お
い
て
表
示
し
、
又
は
設
置
す
る
も
の
の
位
置
及
び
規
模
は
、
次
の
表
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

第
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
�
中
表
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

�

市
街
地
区
間
及
び
市
街
地
区
域
に
お
い
て
表
示
し
、
又
は
設
置
す
る
も
の
の
位
置
及
び
規
模

は
、
次
の
表
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

第
三
条
第
一
項
第
二
号
ロ
中
「
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
」
を
「
掲
出
物
件
」
に
改
め
、
同
号
ロ
�
中

「
は
り
札
」
を
「
は
り
札
等
」
に
改
め
、
同
号
ハ
か
ら
同
号
ホ
ま
で
の
規
定
中
「
広
告
物
を
掲
出
す
る
物

件
」
を
「
掲
出
物
件
」
に
改
め
、
同
号
へ
を
削
り
、
同
号
ト
を
同
号
へ
と
し
、
同
号
チ
を
削
り
、
同
号
リ

�
中
「
は
り
札
」
を
「
は
り
札
等
」
に
改
め
、
同
号
リ
を
同
号
ト
と
し
、
同
号
ヌ
中
「
は
り
札
」
を
「
は

り
札
等
」
に
改
め
、
同
号
ヌ
を
同
号
チ
と
し
、
同
号
チ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

リ

広
告
旗

�

広
告
表
示
面
積
が
六
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

�

表
示
の
期
間
が
六
十
日
以
内
で
あ
る
こ
と
。

ヌ

立
看
板
等

�

広
告
表
示
面
積
が
二
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
、
脚
部
の
高
さ
が
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る

こ
と
。

�

表
示
の
期
間
が
六
十
日
以
内
で
あ
る
こ
と
。

第
三
条
第
一
項
第
三
号
中
「
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
」
を
「
掲
出
物
件
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
次
に
掲
げ
る
野
立
広
告
で
」
を
「
条
例
第
七
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
野
立
広
告
で
あ

つ
て
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
る
。

第
三
条
第
三
項
中
「
第
四
条
」
を
「
第
六
条
」
に
、
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
又
は

第
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
見
出
し
中
「
改
造
」
を
「
変
更
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
十
二
条

第
一
項
」
に
、
「
改
造
」
を
「
変
更
又
は
改
造
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
形
状
又
は
色
彩
そ
の
他
の
意
匠
、
大
き
さ
等
を
変
え
な
い
修
繕
、

塗
り
替
え
等
を
す
る
こ
と
。

第
五
条
を
削
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
」
を
「
掲
出
物
件
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
四

条
又
は
第
五
条
第
三
項
」
を
「
第
六
条
又
は
第
七
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
九
条
第
一

項
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
屋
外
広
告
物
改
造
許
可
申
請
書
（
第
二
号
様
式
）
」
を
「
屋
外
広

告
物
変
更
等
許
可
申
請
書
（
第
三
号
様
式
）
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請

屋
外
広
告
物
許
可
更
新
申
請
書
（
第
二
号
様
式
）

第
六
条
第
二
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

条
例
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出

屋
外
広
告
物
許
可
表
示
者
変
更
届
出
書
（
第
四
号
様
式
）

二

条
例
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

屋
外
広
告
物
管
理
者
設
置
届
出
書
（
第
五
号
様
式
）

三

条
例
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

屋
外
広
告
物
管
理
者
変
更
届
出
書
（
第
五
号
様
式
）
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四

条
例
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

屋
外
広
告
物
除
却
（
滅
失
）
届
出
書
（
第
六
号
様

式
）

第
六
条
第
三
項
第
一
号
中
「
第
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
に
、
「
第
四
号
様
式
の

二
」
を
「
第
七
号
様
式
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
二
十
六
条
第

二
項
第
一
号
」
に
、
「
第
四
号
様
式
の
三
」
を
「
第
八
号
様
式
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
十
七
条

第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
二
十
六
条
第
二
項
第
二
号
」
に
、
「
第
四
号
様
式
の
三
」
を
「
第
八
号
様
式
」

に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
更
新
の
許
可
の
申
請
期
限
）

第
六
条

前
条
第
一
項
第
二
号
の
屋
外
広
告
物
許
可
更
新
申
請
書
の
提
出
は
、
現
に
受
け
て
い
る
条
例
第

六
条
又
は
第
七
条
第
三
項
の
許
可
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
の
十
日
前
ま
で
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
八
条
を
削
る
。

第
七
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

所
長
は
、
条
例
第
六
条
、
第
七
条
第
三
項
、
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
し

た
と
き
は
、
許
可
証
及
び
条
例
第
十
六
条
に
規
定
す
る
許
可
証
票
（
第
九
号
様
式
）
を
交
付
す
る
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
許
可
の
対
象
が
広
告
物
で
あ
つ
て
、
そ
の
種
別
が
は
り
紙
又
は
は
り
札
で
あ

る
場
合
は
、
許
可
証
票
の
交
付
に
代
え
、
条
例
第
十
六
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
許
可
証
印
（
第
十
号

様
式
）
を
当
該
広
告
物
に
押
印
す
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
第
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
に
、
「
第
六
号
様
式
の
二
」
を

「
第
十
一
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
二
十
六
条
第
一
項

第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
広
告
物
管
理
者
の
設
置
届
の
省
略
）

第
七
条

第
五
条
第
二
項
第
二
号
の
屋
外
広
告
物
管
理
者
設
置
届
出
書
の
提
出
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号

の
屋
外
広
告
物
許
可
申
請
書
の
提
出
時
に
お
い
て
広
告
物
管
理
者
と
し
て
予
定
し
た
者
が
、
そ
の
届
出

の
対
象
と
な
る
広
告
物
管
理
者
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
許
可
証
票
の
は
り
付
け
）

第
九
条

条
例
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
票
の
は
り
付
け
は
、
そ
の
対
象
の
広
告
物
又
は
掲
出
物

件
の
一
部
分
で
あ
つ
て
、
当
該
許
可
証
票
を
容
易
に
確
認
で
き
る
位
置
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
第
十
九
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
二
十
八
条
第
一
項
第
三
号
」
に
、
「
第
十

一
号
様
式
」
を
「
第
十
七
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
九
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
二

十
八
条
第
一
項
第
三
号
」
に
、
「
第
十
二
号
様
式
」
を
「
第
十
八
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条

と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
立
入
検
査
等
を
す
る
職
員
の
証
明
書
）

第
十
八
条

条
例
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
又
は
質
問
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す

証
明
書
は
、
第
十
九
号
様
式
に
よ
る
。

第
十
三
条
中
「
第
十
号
様
式
」
を
「
第
十
六
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

第
十
二
条
第
二
項
第
四
号
中
「
そ
の
」
を
「
、
そ
の
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
九
号
様
式
」
を

「
第
十
五
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

第
十
一
条
中
「
第
八
号
様
式
」
を
「
第
十
四
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
十
条
の
見
出
し
中
「
公
告
」
を
「
公
示
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
十
八
条
」
を
「
第
二
十
七
条
」
に
、

「
公
告
」
を
「
公
示
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
九
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
保
管
し
た
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
に
係
る
公
示
の
方
法
、
場
所
等
）

第
十
条

条
例
第
二
十
四
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
掲
示
は
、
屋
外
広
告
物
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
百
八
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
広
告
物
又
は
掲
出
物

件
の
保
管
を
始
め
た
後
、
遅
滞
な
く
、
保
管
広
告
物
等
公
示
書
（
第
十
二
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。

２

条
例
第
二
十
四
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
掲
示
の
期
間
は
、
掲
示
を
始
め
た
日
の
翌
日
か
ら
起

算
す
る
も
の
と
す
る
。

３

条
例
第
二
十
四
条
第
二
項
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
場
所
は
、
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保

管
し
た
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
が
表
示
又
は
設
置
さ
れ
て
い
た
場
所
を
所
管
す
る
土
木
事
務
所
又
は
香

川
県
小
豆
総
合
事
務
所
（
以
下
「
管
轄
事
務
所
」
と
い
う
。
）
の
掲
示
場
と
す
る
。

４

第
一
項
の
保
管
広
告
物
等
公
示
書
は
、
そ
の
掲
示
の
期
間
の
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年

間
、
管
轄
事
務
所
に
備
え
置
い
て
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。

（
保
管
し
た
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
を
売
却
す
る
場
合
の
方
法
）

第
十
一
条

条
例
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
一
般
競
争
入
札
若
し
く
は
指
名
競
争
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入
札
に
よ
る
契
約
又
は
随
意
契
約
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
保
管
し
た
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
を
返
還
す
る
場
合
の
手
続
）

第
十
二
条

所
長
は
、
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
管
し
た
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
（
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
売
却
し
た
代
金
を
含
む
。
）
を
当
該
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
の
所
有
者
等
（
法
第
八

条
第
二
項
に
規
定
す
る
所
有
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
返
還
す
る
と
き
は
、
返
還
を
受
け
る
者

に
そ
の
氏
名
及
び
住
所
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
を
提
示
さ
せ
る
等
の
方
法
に
よ
つ
て
そ
の
者
が
当
該

広
告
物
又
は
掲
出
物
件
の
返
還
を
受
け
る
べ
き
所
有
者
等
で
あ
る
こ
と
を
証
明
さ
せ
、
か
つ
、
受
領
書

（
第
十
三
号
様
式
）
と
引
換
え
に
返
還
す
る
も
の
と
す
る
。

第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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香 川 県 証 紙 欄
（消印してはならない。）

個（枚）

市
郡 町 番地

□市街地区間 □市街地区間以外の指定区間
□市街地区域 □市街地区域以外の指定地域

ｍ

ｍ
ｍ

縦 ｍ×横 ｍ× 面（枚）

年 月 日から 年 月 日まで
年 月 日

裏面のとおり

上記の申請は、次のとおり許可します。

所長

第 号
年 月 日

年 月 日から 年 月 日まで

路肩からの距離

数 量

□地上から下端まで
□路面から下端まで

完 了 予 定 年 月 日

有 ・ 無

□道路 □鉄道

ｍ
ｍ
	
	

年 月 日

後退距離制限

広 告 物 の 種 類

表 示 内 容

表示又は設置の場所

名 称

指定区間又
は指定地域

指定路線の
名称

野立広告の
場合

□地上から上端まで
□路面から上端まで

一 面
合 計

許可を受けようとする期間
着 工 予 定 年 月 日
そ の 他

許 可 番 号
許 可 年 月 日
許 可 期 間
許 可 の 条 件

表 示 面 積

□禁止
区域

□許可
地域

地

域

区

分

高
さ

※
許
可
通
知
欄

第１号様式（第５条関係） （日本工業規格Ａ列４番）
（表面）

屋外広告物許可申請書

年 月 日

香川県 事務所長 殿

申請者 住 所

氏 名 �
法人にあつては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名

電話番号（ ） －

香川県屋外広告物条例 第６条 の許可を受けたいので、次のとおり申請します。第７条第３項

注 １ 不要の文字は、横線で消してください。

２ □については、該当するものに「レ」を記入してください。

３ ※印の欄は、記入しないでください。

４ 壁面広告、はり紙又ははり札等の場合は、現に表示されている広告物の種類及び数量を裏面

の参考事項の欄に記入してください。

５ 氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。

� �
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年 月 日 第 号

許可、届出等の年月日及び番号

年 月 日 第 号

年 月 日 第 号

年 月 日 第 号

有 ・ 無

有 ・ 無

１ 形状、寸法、材料、構造等に関する仕様書及び図面

２ 建築物、工作物等との位置関係を明らかにした図面

３ 表示し又は設置する場所及び周囲の道路、鉄道等の位置関係

を明らかにした図面

４ 表示し又は設置する場所が他人の所有又は管理に属するとき

は、承諾書又は使用許可書の写し

５ その他知事が必要と認める書類

点滅の有無

法令名及び

根拠条項

種 類

住所又は所在地

氏名又は名称及び

代表者の氏名

電 話 番 号

住所又は所在地

氏名又は名称及び

代表者の氏名

電 話 番 号

屋外広告業届出済
証の年月日及び届
出番号

道路法、建築基準法その他

の法令の規定による許可、

届出等

照 明 装 置

参 考 事 項

添 付 書 類

予
定
す
る
広
告
物
管
理
者

工

事

施

工

者

（裏面）
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第
十
二
号
様
式
中
「第

１４
条
関
係

」
を
「第

１７
条
関
係

」
に
、
「第

１９
条
第
１
項
第
３
号

」
を
「第

２８

条
第
１
項
第
３
号

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
八
号
様
式
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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第 号

身 分 証 明 書

所属名

職 名

氏 名

生年月日 年 月 日

上記の者は、香川県屋外広告物条例第３４条第１項の職員であることを証明

する。

年 月 日

香川県知事 


香川県屋外広告物条例（抜粋）

（報告、立入検査等）

第３４条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、広告物表示者等に

対し、広告物の表示若しくは掲出物件の設置若しくはこれらの管理に関す

る報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に、広告物若しくは掲出

物件の存する土地、建物等に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査さ

せ、若しくは関係者に質問させることができる。

２ 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明

書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

３ 第１項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈し

てはならない。

第１９号様式（第１８条関係）

（表面）

（裏面）

５
．５
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

８．５センチメートル

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

（
号
外
一
〇
）

二
一



第
十
一
号
様
式
中
「第

１４
条
関
係

」
を
「第

１７
条
関
係

」
に
、
「第

１９
条
第
１
項
第
３
号

」
を
「第

２８

条
第
１
項
第
３
号

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
七
号
様
式
と
す
る
。

第
十
号
様
式
中
「第

１３
条
関
係

」
を
「第

１６
条
関
係

」
に
、
「第

１８
条

」
を
「第

２７
条

」
に
改
め
、
同

様
式
を
第
十
六
号
様
式
と
す
る
。

第
九
号
様
式
中
「第

１２
条
関
係

」
を
「第

１５
条
関
係

」
に
、「第

１２
条
第
３
項

」
を
「第

１５
条
第
３
項

」

に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
五
号
様
式
と
す
る
。

第
八
号
様
式
中
「第

１１
条
関
係

」
を
「第

１４
条
関
係

」
に
、
「第

１８
条

」
を
「第

２７
条

」
に
改
め
、
同

様
式
を
第
十
四
号
様
式
と
す
る
。

第
七
号
様
式
を
削
る
。

第
六
号
様
式
の
二
中
「第

７
条
関
係

」
を
「第

８
条
関
係

」
に
、
「第

１７
条
第
１
項

」
を
「第
２６
条
第

１
項

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
一
号
様
式
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

（
号
外
一
〇
）

二
二



第１２号様式（第１０条関係） （日本工業規格Ａ列４番）

公示番号 第 号

保管広告物等公示書

屋外広告物法第８条第１項の規定により、広告物又は掲出物件を次のとおり保管したので、香川県屋

外広告物条例第２４条第２項の規定により公示します。

年 月 日

香川県 事務所長 


１ 名称又は種類及び数量

２ 表示又は設置されていた場所

３ 除却した日

年 月 日

４ 保管を始めた日

年 月 日

５ 保管をする者

６ 保管の場所

７ 返還に当たつての留意事項

� この公示に係る広告物又は掲出物件は、 課において、その返還を受け付けています。

� 返還に当たつては、住所及び氏名を証する書類（自動車運転免許証、社員証等）の提示等により、

その広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを確認し、受領書と引換えに返還

します。

� この公示に係る広告物又は掲出物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき又は保管に不

相当な費用若しくは手数を要するときは、屋外広告物法第８条第３項の規定により売却し、又は同

条第４項の規定により廃棄します。

� この公示の日から起算して６月を経過しても、なおこの公示に係る広告物又は掲出物件を返還す

ることができないときは、屋外広告物法第８条第７項の規定によりその所有権は香川県に帰属しま

す。

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

（
号
外
一
〇
）

二
三



返還を受けた年月日

返 還 を 受 け た 場 所

公 示 番 号

名称又は種類

数 量

（返還を受けた金額）

返還を

受けた

広告物

又は掲

出物件

第１３号様式（第１２条関係） （日本工業規格Ａ列４番）

受 領 書

年 月 日

香川県 事務所長 殿

返還を受けた者

住 所

氏 名 �
法人にあつては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名

次のとおり広告物又は掲出物件（を売却した代金）の返還を受けました。

� �

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

（
号
外
一
〇
）

二
四



第
五
号
様
式
及
び
第
六
号
様
式
を
削
る
。

「

第
１
号

「

第
四
号
様
式
の
三
中
「第

６
条
関
係

」
を
「第

５
条
関
係

」
に
、

第
１７
条
第
２
項

を

第
２
号

」

第
１
号

第
２６
条
第
２
項

に
改
め
、
同
様
式
を
第
八
号
様
式
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加

第
２
号

」

え
る
。

第
四
号
様
式
の
二
中
「第

６
条
関
係

」
を
「第

５
条
関
係

」
に
、
「第

１７
条
第
１
項

」
を
「第

２６
条
第

１
項

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
七
号
様
式
と
す
る
。

第
四
号
様
式
を
削
る
。

「第
１２
条
第
２
項

第
三
号
様
式
中
「第

６
条
関
係

」
を
「第

５
条
関
係

」
に
、

を
「第

１９
条
第
２
項

」

第
１６
条
第
４
項

」

に
改
め
、
同
様
式
を
第
六
号
様
式
と
す
る
。

第
二
号
様
式
を
削
り
、
第
一
号
様
式
の
次
に
次
の
四
様
式
を
加
え
る
。

屋外広告物許可証

第 号

年 月 日

香 川 県

許可番号

許可期限

第１０号様式（第８条関係）

許 可 証 印

３
．３
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル香 川 県

まで

屋 外

広 告 物 許 可

第９号様式（第８条関係）

許 可 証 票

４
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

６センチメートル

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

（
号
外
一
〇
）

二
五



香 川 県 証 紙 欄
（消印してはならない。）

第 号

個（枚）

市
郡 町 番地

有 ・ 無

年 月 日から 年 月 日まで

ｍ

ｍ

縦 ｍ×横 ｍ× 面（枚）

年 月 日から 年 月 日まで

裏面のとおり

上記の申請は、次のとおり許可します。

所長

第 号

年 月 日

年 月 日から 年 月 日まで

点滅の有無

□地上から

下端まで

□路面から

下端まで

許可番号

数 量

年 月 日

種 類

ｍ

ｍ

	
	

有 ・ 無

許 可 年 月 日

広 告 物 の 種 類

表 示 内 容

表示又は設置の場所

証 明 装 置

許 可 期 間

□地上から

上端まで

□路面から

上端まで

一 面

合 計

許可を受け よ う と す る 期 間

そ の 他

許 可 番 号

許 可 年 月 日

許 可 期 間

許 可 の 条 件

高 さ

表示面積

現
に
受
け
て
い
る
許
可
事
項

※

許

可

通

知

欄

第２号様式（第５条関係） （日本工業規格Ａ列４番）
（表面）

屋外広告物許可更新申請書

年 月 日

香川県 事務所長 殿

申請者 住 所

氏 名 �
法人にあつては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名

電話番号（ ） －

香川県屋外広告物条例 第６条 の許可の更新を受けたいので、同条例第１１条第１項の規定
第７条第３項

により、次のとおり申請します。

注 １ 不要の文字は、横線で消してください。

２ □については、該当するものに「レ」を記入してください。

３ ※印の欄は、記入しないでください。

４ 壁面広告、はり紙又ははり札等の場合は、現に表示されている広告物の種類及び数量を裏面

の参考事項の欄に記入してください。

５ 氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。

� �

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

（
号
外
一
〇
）

二
六



年 月 日

改 善 の 概 要

許可、届出等の年月日及び番号

年 月 日 第 号

年 月 日 第 号

年 月 日 第 号

１ 表示し又は設置する場所及び周囲の道路、鉄道等の位置関係

を明らかにした図面

２ 表示し又は設置する場所が他人の所有又は管理に属するとき

は、承諾書又は使用許可書の写し

３ その他知事が必要と認める書類

異 常 の 有 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無
有 ・ 無

住所又は所在地

氏名又は名称

電 話 番 号

法令名及び根拠
条項

住 所 又 は 所 在 地

氏名又は名称及び代

表者の氏名

電 話 番 号

点 検 年 月 日

点 検 項 目

１ 取付（支持）部
分の変形又は腐食

２ 主要部材の変形
又は腐食

３ ボルト、ビス等
の緩み、さび等

４ 広告表示面及び
脚部の汚染、変色
又ははく離

５ 広告表示面及び
脚部の破損、故障
又は老朽化

６ 照明装置の異常
７ その他特に点検
した箇所

点 検 者

道路法、建築基準法その他

の法令の規定による許可、

届出等

参 考 事 項

添 付 書 類

広
告
物
管
理
者
の
状
況

広

告

物

等

の

現

況

点

検

結

果

（裏面）

注 異常の有無の欄は、該当するものを〇で囲んでください。

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

（
号
外
一
〇
）

二
七



香 川 県 証 紙 欄
（消印してはならない。）

第 号

個（枚）

市
郡 町 番地

有 ・ 無

年 月 日から 年 月 日まで

ｍ

ｍ

縦 ｍ×横 ｍ× 面（枚）

年 月 日
裏面のとおり

上記の申請は、次のとおり許可します。

所長

第 号

年 月 日

点滅の有無

完了予定年月日

□地上から

下端まで

□路面から

下端まで

許可番号

数 量

年 月 日

種 類

ｍ

ｍ

	
	

年 月 日

有 ・ 無

許 可 年 月 日

広 告 物 の 種 類

表 示 内 容

表示又は設置の場所

照 明 装 置

許 可 期 間

□地上から

上端まで

□路面から

上端まで

一 面

合 計

変 更 又 は 改 造 前

変 更 又 は 改 造 後

変 更 又 は 改 造 の 理 由

着 工 予 定 年 月 日
そ の 他

許 可 番 号

許 可 年 月 日

許 可 の 条 件

高 さ

表示面積

現
に
受
け
て
い
る
許
可
事
項

変
更
等
の
事
項

※
許
可
通
知
欄

第３号様式（第５条関係） （日本工業規格Ａ列４番）
（表面）

屋外広告物変更等許可申請書

年 月 日

香川県 事務所長 殿

申請者 住 所

氏 名 �
法人にあつては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名

電話番号（ ） －

香川県屋外広告物条例第１２条第１項の許可を受けたいので、次のとおり申請します。

注 １ ※印の欄は、記入しないでください。

２ 壁面広告、はり紙又ははり札等の場合は、現に表示されている広告物の種類及び数量を裏面

の参考事項の欄に記入してください。

３ 氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。

� �

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

（
号
外
一
〇
）

二
八



年 月 日 第 号

許可、届出等の年月日及び番号

年 月 日 第 号

年 月 日 第 号

年 月 日 第 号

１ 変更又は改造に係る形状、寸法、材料、構造等に関する仕様

書及び図面

２ 建築物、工作物等との位置関係を明らかにした図面

３ 表示し又は設置する場所及び周囲の道路、鉄道等の位置関係

を明らかにした図面

４ 表示し又は設置する場所が他人の所有又は管理に属するとき

は、承諾書又は使用許可書の写し

５ その他知事が必要と認める書類

法令名及び

根拠条項

住所又は所在地

氏名又は名称及び

代表者の氏名

電 話 番 号

住所又は所在地

氏名又は名称及び

代表者の氏名

電 話 番 号

屋外広告業届出済
証の年月日及び届
出番号

道路法、建築基準法その他

の法令の規定による許可、

届出等

参 考 事 項

添 付 書 類

広
告
物
管
理
者
の
状
況

工

事

施

工

者

（裏面）
香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

（
号
外
一
〇
）

二
九



第 号

個（枚）

市
郡 町 番地

変 更 後

年 月 日

許可番号

数 量

年 月 日

変 更 前

許 可 年 月 日

広 告 物 の 種 類

表 示 内 容

表示又は設置の場所

変 更 事 項

住 所 又 は 所 在 地

氏 名 又 は 名 称 及 び

代 表 者 の 氏 名

変 更 年 月 日

変 更 理 由

許

可

事

項

第４号様式（第５条関係） （日本工業規格Ａ列４番）

屋外広告物許可表示者変更届出書

年 月 日

香川県 事務所長 殿

届出者 住 所

氏 名 �
法人にあつては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名

電話番号（ ） －

香川県屋外広告物条例第１７条の規定により、次のとおり届け出ます。

注 氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。

� �

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

（
号
外
一
〇
）

三
〇



第 号

個（枚）

市
郡 町 番地

変 更 後

年 月 日

許可番号

数 量

年 月 日

変 更 前

許 可 年 月 日

広告物の種類

表 示 内 容

表示又は設置の

場所

住所又は所在地

氏名又は名称及
び代表者の氏名

電 話 番 号

変 更 事 項

住所又は所在地

氏名又は名称及

び代表者の氏名

変更後の管理者
の 電 話 番 号

変 更 年 月 日

変 更 理 由

許可事項

□設置届

□変更届

第５号様式（第５条関係） （日本工業規格Ａ列４番）

屋外広告物管理者設置（変更）届出書

年 月 日

香川県 事務所長 殿

届出者 住 所

氏 名 �
法人にあつては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名

電話番号（ ） －

香川県屋外広告物条例第１８条 第２項 の規定により、次のとおり届け出ます。第３項

注 １ 不要の文字は、横線で消してください。

２ □については、該当するものに「レ」を記入してください。

３ 氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。

� �

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

（
号
外
一
〇
）

三
一



附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
第
二
条
及
び
第
三
条
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
さ
れ
る
香
川
県
屋
外
広

告
物
条
例
（
昭
和
四
十
年
香
川
県
条
例
第
十
八
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
六
条
、
第
七
条
第

三
項
、
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
十
二
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
さ
れ

た
こ
れ
ら
の
許
可
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
十
五
日
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
許

可
の
申
請
に
係
る
改
正
後
の
第
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
満
了
の
日
の
十
日
前
ま

で
」
と
あ
る
の
は
、
「
満
了
の
日
ま
で
」
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
従
前
の
許
可
の
有
効
期
間

の
満
了
の
日
ま
で
に
当
該
申
請
に
対
す
る
処
分
が
な
さ
れ
な
い
と
き
は
、
従
前
の
許
可
は
、
そ
の
有
効

期
間
の
満
了
後
も
そ
の
処
分
が
な
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
な
お
効
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

（
香
川
県
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

４

香
川
県
証
紙
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
４
の
項
中
「
第
二
十
六
条
」
を
「
第
三
十
五
条
」
に
改
め
る
。

香
川
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
五
十
八
号

香
川
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第
百
八
十
四
条

（
随
意
契
約
が

目
次
中
「
第
百
八
十
四
条

（
随
意
契
約
が
で
き
る
場
合
）
」
を

第
百
八
十
四
条
の
二

（
随
意
契

で
き
る
場
合
）

に
改
め
る
。

約
の
手
続
の
特
例
）
」

第
三
条
第
一
項
中
「
締
結
す
る
権
限
」
の
下
に
「
、
債
務
負
担
行
為
に
係
る
契
約
及
び
長
期
継
続
契
約

を
締
結
す
る
権
限
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
除
く
。
）
」
の
下
に
「
、
債
務
負
担
行
為
に
係
る
契
約

及
び
長
期
継
続
契
約
を
締
結
す
る
権
限
」
を
加
え
る
。

第
七
十
九
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

観
光
券
取
扱
手
数
料

当
該
観
光
券
に
よ
る
利
用
に
係
る
収
入
金

第
百
六
十
八
条
第
一
項
中
「
う
え
」
を
「
上
、
」
に
改
め
、
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。

２

契
約
担
当
者
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
香
川
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用

に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
一
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組

織
を
い
う
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
入
札
を
さ
せ
る
場
合
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
指

定
日
時
ま
で
に
、
入
札
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
当
該
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

第
百
八
十
四
条
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
第
十
二
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で

を
四
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
七
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

八

次
に
掲
げ
る
施
設
等
に
お
い
て
製
作
さ
れ
た
物
品
を
買
い
入
れ
る
契
約
を
す
る
と
き
。

ア

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
身

体
障
害
者
更
生
施
設
又
は
同
法
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
授
産
施
設

イ

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

五
十
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
授
産
施
設
又
は
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
精
神
障

害
者
福
祉
工
場

ウ

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
二
十
一
条
の
六
に
規
定
す
る
知

的
障
害
者
更
生
施
設
又
は
同
法
第
二
十
一
条
の
七
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
授
産
施
設

エ

小
規
模
作
業
所
（
障
害
者
基
本
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る

障
害
者
の
地
域
に
お
け
る
作
業
活
動
の
場
と
し
て
同
法
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
必
要
な

費
用
の
助
成
を
受
け
て
い
る
施
設
を
い
う
。
）

九

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
四
十
一

条
第
一
項
に
規
定
す
る
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
連
合
又
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
シ
ル
バ
ー
人

材
セ
ン
タ
ー
か
ら
役
務
の
提
供
を
受
け
る
契
約
を
す
る
と
き
。

十

母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
六
条
第
六
項
に
規
定
す
る
母

子
福
祉
団
体
が
行
う
事
業
で
そ
の
事
業
に
使
用
さ
れ
る
者
が
主
と
し
て
同
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
の

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

（
号
外
一
〇
）

三
二



な
い
女
子
で
現
に
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
も
の
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
寡
婦
で
あ
る
も
の
に

係
る
役
務
の
提
供
を
当
該
母
子
福
祉
団
体
か
ら
受
け
る
契
約
を
す
る
と
き
。

十
一

新
商
品
の
生
産
に
よ
り
新
た
な
事
業
分
野
の
開
拓
を
図
る
者
と
し
て
知
事
の
認
定
を
受
け
た
者

が
新
商
品
と
し
て
生
産
す
る
物
品
を
買
い
入
れ
る
契
約
を
す
る
と
き
。

第
百
八
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
随
意
契
約
の
手
続
の
特
例
）

第
百
八
十
四
条
の
二

契
約
担
当
者
は
、
前
条
第
八
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
随
意
契
約
を

す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

定
期
的
に
発
注
が
見
込
ま
れ
る
も
の
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
発
注
見
通
し
を
公
表
す
る
こ
と
。

二

契
約
を
締
結
す
る
前
に
お
い
て
、
契
約
内
容
、
契
約
の
相
手
方
の
選
定
基
準
及
び
決
定
方
法
並
び

に
契
約
の
申
込
み
方
法
を
公
表
す
る
こ
と
。

三

契
約
を
締
結
し
た
後
に
お
い
て
、
契
約
の
相
手
方
と
な
つ
た
者
の
名
称
及
び
契
約
の
相
手
方
と
し

た
理
由
を
公
表
す
る
こ
と
。

第
百
八
十
五
条
第
一
項
中
「
前
条
第
十
一
号
」
を
「
第
百
八
十
四
条
第
十
五
号
」
に
、「
に
よ
る
場
合
」

を
「
を
す
る
と
き
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条
第
十
二
号
」
を
「
第
百
八
十
四
条
第
十
六
号
」
に
、

「
に
よ
る
場
合
」
を
「
を
す
る
と
き
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
第
一
号
の
表
４３
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４３

中
讃
土
木
事
務
所

別
表
第
一
第
一
号
の
表
中
４４
の
項
を
削
り
、
４５
の
項
を
４４
の
項
と
し
、
４６
の
項
を
４５
の
項
と
す
る
。

「

別
表
第
三
審
査
課
の
出
納
員
の
項
中

み
ど
り
整
備
課
の
収
入

取
扱
員

第
二
十
九
条
第
三
号
に
掲
げ
る
収

り
整
備
課
の
所
掌
に
係
る
も
の
の

「

入
の
う
ち
み
ど

収
入

み
ど
り
整
備
課
の
収
入

取
扱
員

第
二
十
九
条
第
三
号
に
掲
げ
る
収
入
の
う
ち
み
ど

り
整
備
課
の
所
掌
に
係
る
も
の
の
収
入

廃
棄
物
対
策
課
の
収
入

取
扱
員

第
二
十
九
条
第
三
号
に
掲
げ
る
収
入
の
う
ち
廃
棄

物
対
策
課
の
所
掌
に
係
る
も
の
の
収
入

を
」

に
改
め
、
同
表
西
部
家
畜
保
健
衛
生
所
の
出
納
員
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

」

「

別
表
第
四
会
計
課
の
出
納
員
の
項
中

知
事
部
局
の
課
（
会
計

課
を
除
く
。
）
の
物
品

取
扱
員

当
該
各
課
（
観
光
振
興
課
に
あ
つ

流
局
）
の
所
掌
に
係
る
物
品
（
所

関
の
物
品
取
扱
員
に
そ
の
出
納
及

し
た
物
品
を
除
く
。
）
の
出
納
及

「
を

て
は
、
観
光
交

以
外
の
出
先
機

び
保
管
を
委
任

び
保
管

知
事
部
局
の
課
（
会
計

課
を
除
く
。
）
の
物
品

取
扱
員

当
該
各
課
（
観
光
振
興
課
に
あ
つ
て
は
、
観
光
交

流
局
）
の
所
掌
に
係
る
物
品
（
県
民
参
画
課
県
民

セ
ン
タ
ー
及
び
所
以
外
の
出
先
機
関
の
物
品
取
扱

員
に
そ
の
出
納
及
び
保
管
を
委
任
し
た
物
品
を
除

く
。
）
の
出
納
及
び
保
管

県
民
参
画
課
県
民
セ
ン

タ
ー
の
物
品
取
扱
員

当
該
県
民
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に
係
る
物
品
の
出
納

及
び
保
管

」

に
改
め
る
。

」
高
松
港
管
理
事
務

所
の
出
納
員

高
松
港
管
理
事
務
所
の

収
入
取
扱
員

高
松
港
港
湾
施
設
使
用
料
の
収
納
（
出
納
員
が
収

納
す
る
も
の
を
除
く
。
）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

（
号
外
一
〇
）
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附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
、
別
表
第
三
及
び
別
表
第
四
の
改
正

規
定
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
二
百
二
十
四
号

平
成
三
年
香
川
県
告
示
第
三
十
八
号
（
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
及
び
支
払
命
令

金
の
額
に
係
る
知
事
が
定
め
る
基
準
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

二
中
「
の
措
置
」
を
「
の
措
置
等
」
に
改
め
、
二
の
１
中
「
措
置
に
」
を
「
措
置
等
に
」
に
改
め
る
。

三
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

四

小
児
慢
性
特
定
疾
患
医
療
の
給
付
に
要
す
る
費
用
の
支
払
命
令
基
準

法
第
二
十
一
条
の
九
の
二
に
規
定
す
る
医
療
の
給
付
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
納
入
義
務
者
に
対

し
て
、
当
該
医
療
の
給
付
を
行
う
こ
と
を
委
託
し
た
医
療
機
関
に
支
払
う
べ
き
旨
を
命
ず
る
費
用
の
額

は
、
当
該
措
置
児
童
（
児
童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
）
第
二
十
三
条
の
二

に
規
定
す
る
者
を
含
む
。
）
の
属
す
る
世
帯
の
生
計
中
心
者
の
前
年
分
の
所
得
税
額
等
に
応
じ
、
別
表

第
四
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
別
に
定
め
る
小
児
慢
性
特
定
疾
患
重
症
患
者
認
定
基
準

に
該
当
す
る
者
と
し
て
認
定
を
受
け
た
者
及
び
血
友
病
患
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

別
表
第
一
備
考
１
中
「第

５
条
第
２
項

」
を
「第

５
条
第
３
項

」
に
改
め
、
同
表
備
考
２
中
「昭

和
３２

年
法
律
第
２６
号

）
」
の
次
に
「�

経
済
社
会
の
変
化
等
に
対
応
し
て
早
急
に
講
ず
べ
き
所
得
税
及
び
法
人

税
の
負
担
軽
減
措
置
に
関
す
る
法
律

（平
成
１１
年
法
律
第
８
号

）
」
を
加
え
、
同
表
備
考
２
�
中
「第

４１

条
第
１
項
及
び
第
２
項

」
の
次
に
「並

び
に
第
４１
条
の
２

」
を
加
え
、
同
表
備
考
２
�
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

�
租
税
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（平
成
１０
年
法
律
第
２３
号

）附
則
第
１２
条

別
表
第
二
備
考
１
中
「第

５
条
第
２
項

」
を
「第

５
条
第
３
項

」
に
改
め
、
同
表
備
考
２
中
「昭

和
３２

年
法
律
第
２６
号

）
」
の
次
に
「�

経
済
社
会
の
変
化
等
に
対
応
し
て
早
急
に
講
ず
べ
き
所
得
税
及
び
法
人

税
の
負
担
軽
減
措
置
に
関
す
る
法
律

（平
成
１１
年
法
律
第
８
号

）
」
を
加
え
、
同
表
備
考
２
�
中
「第

４１

条
第
１
項
及
び
第
２
項

」
の
次
に
「並

び
に
第
４１
条
の
２

」
を
加
え
、
同
表
備
考
２
�
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

�
租
税
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（平
成
１０
年
法
律
第
２３
号

）附
則
第
１２
条

別
表
第
二
備
考
３
中
「指

定
国
立
療
養
所
等

」
を
「指

定
医
療
機
関
�
肢
体
不
自
由
児
療
護
施
設

」
に

改
め
、
同
表
備
考
４
算
式
�
中
「及

び
保
護
受
託
者
手
当

」
を
削
り
、
同
表
備
考
６
�
中
「児

童

（者

）
」

の
次
に
「又

は
身
体
障
害
者
福
祉
法

（昭
和
２４
年
法
律
第
２８３
号

）第
１７
条
の
１０
及
び
知
的
障
害
者
福
祉

法

（昭
和
３５
年
法
律
第
３７
号

）第
１５
条
の
１１
に
定
め
る
施
設
訓
練
等
支
援
費
の
受
給
者

」
を
加
え
、
同
表

備
考
８
�
中
「助

産
施
設
へ
の
入
所
措
置

」
を
「助

産
の
実
施

」
に
改
め
、
同
表
備
考
８
�
中
「措

置
妊

産
婦

」
を
「入

所
妊
産
婦

」
に
、
「当

該
措
置
が
採
ら
れ
た

」
を
「そ

の
入
所
し
た

」
に
、
「解

除
さ
れ

る

」
を
「退

所
し
た

」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
費
用
徴
収
月
額
の
項
中
「指

定
国
立
療
養
所
等

」
を
「指

定
医
療
機
関

」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

告

示

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

（
号
外
一
〇
）

三
四



支払命令基準額（月額）

外 来

円

０

０

１，１００

１，７００

２，１００

２，７５０

４，６５０

５，７５０

入 院

円

０

０

２，２００

３，４００

４，２００

５，５００

９，３００

１１，５００

税額等による階層区分

生活保護法による被保護世帯

生計中心者の市町村民税が非課税の場

合

生計中心者の前年の所得税が非課税の

場合

生計中心者の前年の所得税課税年額が

１０，０００円以下の場合

生計中心者の前年の所得税課税年額が

１０，００１円以上３０，０００円以下の場合

生計中心者の前年の所得税課税年額が

３０，００１円以上８０，０００円以下の場合

生計中心者の前年の所得税課税年額が

８０，００１円以上１４０，０００円以下の場合

生計中心者の前年の所得税課税年額が

１４０，００１円以上の場合

別表第４（四関係）

支払命令基準

備 考

１ 「市町村民税が非課税の場合」とは、当該年度（７月１日から翌年の６月３０日をいう。）におい

て市町村民税が課税されていない（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３２３条により免除されてい

る場合を含む。）場合をいう。

２ １０円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

３ 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案し

て実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えない。

４ 同一生計内に２人以上の対象患者がいる場合は、その月の支払命令基準額の最も多額な児童以外

の児童については、上記の表に定める額の１／１０に該当する額をもって支払命令基準額とする。

５ 前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、こ

れが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。

６ 所得税の額の計算は、別表第１備考２の規定を準用する。

７ この表にかかわらず、支払額の上限は当該措置に要した費用の額とする。

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

（
号
外
一
〇
）

三
五



●
香
川
県
告
示
第
二
百
二
十
五
号

香
川
県
工
事
請
負
契
約
約
款
等
の
一
部
を
改
正
す
る
約
款
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
工
事
請
負
契
約
約
款
等
の
一
部
を
改
正
す
る
約
款

（
香
川
県
工
事
請
負
契
約
約
款
の
一
部
改
正
）

第
一
条

香
川
県
工
事
請
負
契
約
約
款
（
平
成
九
年
香
川
県
告
示
第
二
百
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
四
条
を
第
五
十
五
条
と
し
、
第
五
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
五
十
四
条

こ
の
約
款
に
お
い
て
書
面
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
請
求
、

通
知
、
報
告
、
申
出
、
承
諾
、
解
除
及
び
指
示
は
、
建
設
業
法
そ
の
他
の
法
令
に
違
反
し
な
い
限
り

に
お
い
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法

を
用
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
方
法
は
、
書
面
の
交
付
に
準
ず
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
香
川
県
土
木
設
計
業
務
等
委
託
契
約
約
款
の
一
部
改
正
）

第
二
条

香
川
県
土
木
設
計
業
務
等
委
託
契
約
約
款
（
平
成
十
一
年
香
川
県
告
示
第
二
百
五
十
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
一
条
を
第
五
十
二
条
と
し
、
第
五
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
五
十
一
条

こ
の
約
款
に
お
い
て
書
面
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
指
示

等
は
、
法
令
に
違
反
し
な
い
限
り
に
お
い
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情

報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
を
用
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
方
法
は
、
書
面

の
交
付
に
準
ず
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
香
川
県
建
築
設
計
業
務
等
委
託
契
約
約
款
の
一
部
改
正
）

第
三
条

香
川
県
建
築
設
計
業
務
等
委
託
契
約
約
款
（
平
成
十
一
年
香
川
県
告
示
第
二
百
五
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
条
を
第
五
十
一
条
と
し
、
第
四
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
五
十
条

こ
の
約
款
に
お
い
て
書
面
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
指
示
等

は
、
法
令
に
違
反
し
な
い
限
り
に
お
い
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報

通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
を
用
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
方
法
は
、
書
面
の

交
付
に
準
ず
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
約
款
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
二
百
二
十
六
号

平
成
十
一
年
香
川
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号
（
香
川
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
規
定
に
よ
る
禁
止
区
域
の

指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

「
第
二
条
第
二
号
」
を
「
第
四
条
第
二
号
」
に
改
め
る
。

●
香
川
県
告
示
第
二
百
二
十
七
号

平
成
十
二
年
香
川
県
告
示
第
三
百
四
十
九
号
（
香
川
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
規
定
に
よ
る
区
間
及
び
地

域
の
指
定
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

「
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
区
間
及
び
地
域
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
、
」
を
「
第
六
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
知
事
が
指
定
す
る
区
間
（
以
下
「
指
定
区
間
」
と
い
う
。
）
及
び
同
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
知
事

が
指
定
す
る
地
域
（
以
下
「
指
定
地
域
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
第
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
よ

り
市
街
地
区
間
及
び
同
号
イ
の
表
」
を
「
第
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
�
の
規
定
に
よ
り
市
街
地
区
間
及
び

市
街
地
区
域
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
、
並
び
に
同
号
イ
�
及
び
�
の
表
」
に
改
め
、
一
中
�
及
び

以
外

の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

指
定
区
間
及
び
市
街
地
区
間
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
�
の
表
９
の
項
中
「
坂
出
市
富
士
見
町
内
国
道
十
一
号
」
を
「
仲
多
度
郡
満
濃
町
内
県
道
財
田
満
濃

線
」
に
、
「
仲
多
度
郡
満
濃
町
内
県
道
財
田
満
濃
線
」
を
「
坂
出
市
富
士
見
町
二
丁
目
内
国
道
十
一
号
」

に
改
め
、
同
表
１２
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

（
号
外
一
〇
）

三
六



一
�
の
表
１４
の
項
中
「
本
町
」
を
「
本
町
三
丁
目
」
に
改
め
、
同
表
２５
の
項
中
「
大
川
町
富
田
西
」
を

「
大
川
町
富
田
中
」
に
、
「
同
町
富
田
中
」
を
「
同
市
大
川
町
富
田
中
」
に
改
め
、
同
表
２６
の
項
中
「
同

町
富
田
西
」
を
「
同
市
大
川
町
富
田
西
」
に
改
め
、
同
表
３０
の
項
中
「
新
宇
多
津
橋
」
を
「
綾
歌
郡
宇
多

津
町
内
新
宇
多
津
橋
」
に
改
め
、
同
表
３６
の
項
中
「
同
町
富
田
西
」
を
「
同
市
大
川
町
富
田
西
」
に
改
め
、

同
表
３９
の
項
中
「
県
道
高
松
王
越
坂
出
線
」
を
「
高
松
市
中
山
町
内
県
道
鴨
川
停
車
場
五
色
台
線
」
に
、

「
県
道
鴨
川
停
車
場
五
色
台
線
」
を
「
坂
出
市
王
越
町
木
沢
内
県
道
高
松
王
越
坂
出
線
」
に
改
め
、
同
表

４２
の
項
中
「
交
点
か
ら
」
の
下
に
「
同
市
内
」
を
加
え
、
同
表
４３
の
項
中
「
安
達
川
橋
か
ら
」
を
「
丸
亀

市
内
安
達
川
橋
か
ら
同
市
内
」
に
改
め
、
同
表
４５
の
項
中
「
同
町
田
面
」
を
「
同
市
大
川
町
田
面
」
に
改

め
、
同
表
４６
の
項
中
「
同
町
富
田
東
」
を
「
同
市
大
川
町
富
田
東
」
に
改
め
、
同
表
４７
の
項
中
「
同
町
富

田
西
」
を
「
同
市
大
川
町
富
田
中
」
に
改
め
、
同
表
４８
の
項
中
「
寒
川
町
」
を
「
寒
川
町
石
田
東
」
に
、

「
大
川
町
」
を
「
大
川
町
富
田
西
」
に
、
「
同
町
富
田
西
」
を
「
同
市
大
川
町
富
田
西
」
に
改
め
、
同
表

４９
の
項
中
「
寒
川
町
」
を
「
寒
川
町
石
田
西
」
に
、
「
同
町
」
を
「
同
市
寒
川
町
石
田
東
」
に
、
「
大
川

町
」
を
「
大
川
町
富
田
西
」
に
改
め
、
同
表
５０
の
項
中
「
寒
川
町
」
を
「
寒
川
町
石
田
西
」
に
改
め
、
同

表
５１
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

５１

三
木
町
道
池
戸

井
戸
線

高
松
市
と
木
田
郡
三
木
町

と
の
境
か
ら
同
郡
三
木
町

と
さ
ぬ
き
市
と
の
境
に
至

る
区
間

木
田
郡
三
木

町

町
道
平
木
下

氷
上
線
と
の

交
点

三
木
町
役
場

前

一
�
の
表
５４
の
項
中
「
安
達
川
橋
か
ら
新
宇
多
津
橋
」
を
「
綾
歌
郡
宇
多
津
町
内
安
達
川
橋
か
ら
同
町

内
新
宇
多
津
橋
」
に
改
め
、
一

の
表
４
の
項
中
「
国
道
三
十
号
」
を
「
坂
出
市
川
崎
町
内
国
道
三
十
号
」

に
改
め
、
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

指
定
地
域
及
び
市
街
地
区
域
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

指
定
地
域

一
に
規
定
す
る
指
定
区
間
に
接
続
す
る
地
域
で
あ
っ
て
、
次
の
表
の
道
路
又
は
鉄
道
の
区
分
ご
と

に
定
め
る
そ
の
路
肩
か
ら
の
距
離
の
範
囲
（
当
該
道
路
又
は
鉄
道
か
ら
展
望
で
き
る
範
囲
に
限
る
。
）

内
と
す
る
。



市
街
地
区
域

一
に
規
定
す
る
市
街
地
区
間
に
接
続
す
る
地
域
で
あ
っ
て
、
次
の
表
の
道
路
又
は
鉄
道
の
区
分
ご

と
に
定
め
る
そ
の
路
肩
か
ら
の
距
離
の
範
囲
（
当
該
道
路
又
は
鉄
道
か
ら
展
望
で
き
る
範
囲
に
限
る
。）

内
と
す
る
。

三
中
「
国
道
三
十
号
（
瀬
戸
中
央
自
動
車
道
）
及
び
高
速
自
動
車
国
道
四
国
横
断
自
動
車
道
」
を
「
高

速
自
動
車
国
道
四
国
横
断
自
動
車
道
及
び
国
道
三
十
号
（
瀬
戸
中
央
自
動
車
道
）
」
に
、
三
の
表
６
の
項

中
「
県
道
高
松
王
越
坂
出
線
」
を
「
高
松
市
中
山
町
内
県
道
鴨
川
停
車
場
五
色
台
線
」
に
、
「
県
道
鴨
川

停
車
場
五
色
台
線
」
を
「
坂
出
市
王
越
町
木
沢
内
県
道
高
松
王
越
坂
出
線
」
に
改
め
る
。

●
香
川
県
告
示
第
二
百
二
十
八
号

香
川
県
会
計
事
務
処
理
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
要
綱
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
会
計
事
務
処
理
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
要
綱

香
川
県
会
計
事
務
処
理
要
綱
（
昭
和
六
十
年
香
川
県
告
示
第
三
百
二
十
八
号
の
四
）
の
一
部
を
次
の
よ

１２

県
道
高
松
長
尾

大
内
線

高
松
市
と
木
田
郡
三
木
町

と
の
境
か
ら
東
か
が
わ
市

町
田
内
国
道
十
一
号
と
の

交
点
に
至
る
区
間

区

分

路

肩

か

ら

の

距

離

高
速
自
動
車
国
道
四
国
横
断
自
動
車
道
及
び
国
道
三
十
号

（
瀬
戸
中
央
自
動
車
道
）
以
外
の
道
路
並
び
に
鉄
道

百
メ
ー
ト
ル

高
速
自
動
車
国
道
四
国
横
断
自
動
車
道
及
び
国
道
三
十
号

（
瀬
戸
中
央
自
動
車
道
）

五
百
メ
ー
ト
ル

区

分

路

肩

か

ら

の

距

離

高
速
自
動
車
国
道
四
国
横
断
自
動
車
道
及
び
国
道
三
十
号

（
瀬
戸
中
央
自
動
車
道
）
以
外
の
道
路
並
び
に
鉄
道

二
十
メ
ー
ト
ル

高
速
自
動
車
国
道
四
国
横
断
自
動
車
道
及
び
国
道
三
十
号

（
瀬
戸
中
央
自
動
車
道
）

百
メ
ー
ト
ル

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

（
号
外
一
〇
）

三
七



古紙配合率70％ 
白色度72％再生紙を使用しています 

う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
第
十
号
を
削
り
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
第
十
二
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
十
五
号
中
「
栗
林
公
園
」
の
下
に
「
、
歴
史
博
物
館
、
文
化
会
館
、
東
山
魁
夷

せ
と
う
ち
美
術
館
及
び
瀬
戸
内
海
歴
史
民
俗
資
料
館
」
を
、
「
入
園
料
」
の
下
に
「
又
は
観
覧
料
」
を
加

え
、
同
号
を
同
条
第
二
十
四
号
と
し
、
同
条
中
第
二
十
六
号
を
第
二
十
五
号
と
し
、
第
二
十
七
号
か
ら
第

三
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
十
五

か
が
わ
電
子
自
治
体
シ
ス
テ
ム
の
施
設
利
用
申
込
サ
ー
ビ
ス
を
使
用
し
て
施
設
の
利
用
の
申

込
み
を
し
た
当
該
施
設
の
使
用
者
が
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
り
納
付
す
る
そ
の
施
設
の
使
用
料

第
六
条
中
「
第
二
十
九
条
第
十
号
」
を
「
第
二
十
九
条
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
中
「
歴
史

博
物
館
」
の
下
に
「
及
び
東
山
魁
夷
せ
と
う
ち
美
術
館
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
一

か
が
わ
電
子
自
治
体
シ
ス
テ
ム
の
施
設
利
用
申
込
サ
ー
ビ
ス
を
使
用
し
て
施
設
の
利
用
の
申
込

み
を
し
た
当
該
施
設
の
使
用
者
が
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
り
納
付
す
る
そ
の
施
設
の
使
用
料

十
二

香
川
県
美
術
展
覧
会
の
出
品
料

第
八
条
第
十
二
号
中
「
歴
史
博
物
館
」
を
「
栗
林
公
園
北
門
前
駐
車
場
、
栗
林
公
園
東
門
前
駐
車
場
及

び
歴
史
博
物
館
」
に
改
め
、
「
及
び
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
で
の
物
品
等
の
販
売
代
金
」
を
削
り
、
同

条
第
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
三

歴
史
博
物
館
及
び
東
山
魁
夷
せ
と
う
ち
美
術
館
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
で
の
物
品
等
の
販

売
代
金

第
八
条
第
十
四
号
中
「
及
び
」
を
「
、
文
書
館
及
び
」
に
改
め
、
同
条
第
十
七
号
を
同
条
第
十
八
号
と

し
、
同
条
第
十
六
号
を
同
条
第
十
七
号
と
し
、
同
条
第
十
五
号
を
同
条
第
十
六
号
と
し
、
同
条
第
十
四
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
五

文
書
館
が
開
催
す
る
講
座
の
資
料
代

第
九
条
中
「
歴
史
博
物
館
」
の
下
に
「
及
び
東
山
魁
夷
せ
と
う
ち
美
術
館
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
要
綱
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http : //www.pref.kagawa.jp/

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所

香

川

県

庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

（
号
外
一
〇
）

三
八


